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１ 定住自立圏及び市町村の名称 

（１）定住自立圏の名称 

宗谷定住自立圏 

（２）圏域を形成する市町村の名称 

稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、 

豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

２ 定住自立圏の将来像 

（１）圏域の状況 

本圏域は、北海道の最北部に位置しており、東部はオホーツク海、西部は日本海、南部は上川・ 

留萌及び網走地方に接し、北部は宗谷海峡を経てサハリン（旧樺太）を望み、さらには日本海に利 

尻島・礼文島がある。 

圏域内には、南北にまたがる低山性の北見山地が振興局の境界となってオホーツク海に延び、東 

部は平坦な臨海地であり、西部は広大なサロベツ原野を経て日本海に接し、南部は徳士別・幌別・ 

頓別の各河川の流域が平野を形成して、オホーツク海に続いている。また、利尻島は円形で中央に 

成層火山の利尻山（海抜 1,721ｍ）があり、礼文島は南北に細長い丘陵地帯となっている。 

人口は、平成 17年国勢調査で 78,452 人であり、平成 12年国勢調査より 5,150 人、平成７年国勢 

調査より 11,021 人の減少となっている。
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本圏域の中心市である稚内市は、二次救急医療機関である市立稚内病院及び稚内禎心会病院を有 

している。そのほかにも、国道 40号、国道 238 号等を運行経路とするバス路線のターミナルや利尻 

島、礼文島との間を結ぶフェリーターミナル、羽田、新千歳を通年運航としている稚内空港、重要 

港湾である稚内港、ＪＲ稚内駅などの交通インフラ機能や中心市街地活性化法に基づく中心市街地、 

圏域内住民の文化振興・教養向上等の場となる稚内総合文化センター、稚内北星学園大学（地域創 

造学科、情報メディア学科）などの都市機能を有している。 

猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町の９周辺 

町村は、利尻・礼文両島及びサロベツ湿原を擁する利尻礼文サロベツ国立公園、クッチャロ湖・ベ 

ニヤ原生花園等を擁する北オホーツク道立自然公園をはじめとする雄大な自然環境と、それらから 

産み出される多様な資源を有する。 

圏域内の市町村は、住民生活においても密接に関連しており、本市の医療や教育、商業などの都市 

機能は、日常的に周辺町村から利用され、一方で本市住民が周辺町村の魅力ある自然や食、観光資源 

などの恩恵を受けている。行政事務においても、従来、観光や消防、福祉などの多分野にわたって連 

携が図られている。 

≪人口等に関するデータ≫ 
※数値はいずれも国勢調査による。枝幸町は、合併前の旧枝幸町と旧歌登町の合計。 

①人口の推移 

市 町 村 名 
平成 2 年 

（人） 
平成 7 年 

（人） 
平成 12 年 

（人） 
平成 17 年 

（人） 
H2／H17 

増減率（％） 

稚 内 市 48,232 45,754 43,774 41,592 △ 13.8 

猿 払 村 3,206 3,121 2,980 2,940 △ 8.3 

浜 頓 別 町 5,573 5,224 4,957 4,582 △ 17.8 

中 頓 別 町 3,056 2,754 2,518 2,289 △ 25.1 

枝 幸 町 11,819 11,144 10,509 9,815 △ 17.0 

豊 富 町 5,947 5,504 5,220 4,850 △ 18.4 

礼 文 町 5,121 4,375 3,856 3,410 △ 33.4 

利 尻 町 4,714 4,104 3,417 2,951 △ 37.4 

利尻富士町 5,110 4,398 3,536 3,239 △ 36.6 

幌 延 町 3,327 3,095 2,835 2,784 △ 16.3 

合 計 96,105 89,473 83,602 78,452 △ 18.4
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②高齢者単身世帯数の推移 

市 町 村 名 
平成 2 年 

（人） 
平成 7 年 

（人） 
平成 12 年 

（人） 
平成 17 年 

（人） 
H2／H17 

増減率（％） 
稚 内 市 604 870 1,194 1,435 137.6 
猿 払 村 69 72 85 93 34.8 
浜 頓 別 町 86 123 160 168 95.4 
中 頓 別 町 52 69 78 94 80.8 
枝 幸 町 216 275 361 411 90.3 
豊 富 町 101 126 162 186 84.2 
礼 文 町 45 76 141 159 253.3 
利 尻 町 33 86 147 165 400.0 
利尻富士町 88 83 168 183 107.8 
幌 延 町 45 66 92 100 122.2 
合 計 1,339 1,846 2,588 2,994 123.6 

③年齢３区分人口の推移 （注：年少=15 歳未満、生産=15-64歳、老年=65 歳以上） 

市町村名 区分 
平成 2年 

（人） 

平成 7年 

（人） 

平成 12 年 

（人） 

平成 17 年 

（人） 

H2 構成 

比率 （％） 

H 1 7 構 成 

比率 （％） 

H 2 ／ H 1 7 

構成比増減率（％） 

稚 内 市 

年少 
生産 
老年 
計 

9,378 
33,922 
4,932 
48,232 

7,670 
31,952 
6,132 
45,754 

6,277 
29,945 
7,552 
43,774 

5,393 
27,568 
8,631 
41,592 

19.5 
70.3 
10.2 

13.0 
66.3 
20.7 

△ 6.5 
△ 4.0 

10.5 

猿 払 村 

年少 
生産 
老年 
計 

695 
2,063 

448 
3,206 

641 
1,934 

546 
3,121 

527 
1,843 
610 

2,980 

442 
1,874 

624 
2,940 

21.7 
64.3 
14.0 

15.0 
63.8 
21.2 

△ 6.7 
△ 0.5 

7.2 

浜 頓 別 町 

年少 
生産 
老年 
計 

1,137 
3,707 

729 
5,573 

908 
3,459 

857 
5,224 

738 
3,221 
998 

4,957 

600 
2,876 
1,106 
4,582 

20.4 
66.5 
13.1 

13.1 
62.8 
24.1 

△ 7.3 
△ 3.7 

11.0 

中 頓 別 町 

年少 
生産 
老年 
計 

496 
1,979 

581 
3,056 

357 
1,782 

615 
2,754 

301 
1,585 
632 

2,518 

261 
1,361 

667 
2,289 

16.2 
64.8 
19.0 

11.4 
59.5 
29.1 

△ 4.8 
△ 5.3 

10.1 

枝 幸 町 

年少 
生産 
老年 
計 

2,315 
7,821 
1,683 
11,819 

1,894 
7,246 
2,004 
11,144 

1,560 
6,638 
2,311 
10,509 

1,373 
5,977 
2,465 
9,815 

19.6 
66.2 
14.2 

14.0 
60.9 
25.1 

△ 5.6 
△ 5.3 

10.9 

豊 富 町 

年少 
生産 
老年 
計 

1,218 
3,763 

966 
5,947 

1,022 
3,431 
1,051 
5,504 

792 
3,259 
1,169 
5,220 

647 
3,009 
1,194 
4,850 

20.5 
63.3 
16.2 

13.4 
62.0 
24.6 

△ 7.1 
△ 1.3 

8.4 

礼 文 町 

年少 
生産 
老年 
計 

900 
3,419 

802 
5,121 

641 
2,729 
1,005 
4,375 

492 
2,341 
1,023 
3,856 

386 
1,998 
1,026 
3,410 

17.6 
66.8 
15.6 

11.3 
58.6 
30.1 

△ 6.3 
△ 8.2 

14.5 

利 尻 町 

年少 
生産 
老年 
計 

564 
3,046 
1,104 
4,714 

536 
2,596 

972 
4,104 

365 
2,072 
980 

3,417 

300 
1,656 

995 
2,951 

12.0 
64.6 
23.4 

10.2 
56.1 
33.7 

△ 1.8 
△ 8.5 

10.3 

利尻富士町 

年少 
生産 
老年 
計 

1,092 
3,138 

880 
5,110 

553 
2,822 
1,023 
4,398 

420 
2,035 
1,081 
3,536 

353 
1,803 
1,083 
3,239 

21.4 
61.4 
17.2 

10.9 
55.7 
33.4 

△ 10.5 
△ 5.7 

16.2 

幌 延 町 

年少 
生産 
老年 
計 

672 
2,222 

433 
3,327 

534 
2,026 

535 
3,095 

375 
1,853 
607 

2,835 

354 
1,797 

633 
2,784 

20.2 
66.8 
13.0 

12.7 
64.6 
22.7 

△ 7.5 
△ 2.2 

9.7 

合 計 

年少 
生産 
老年 
計 

18,467 
65,080 
12,558 
96,105 

14,756 
59,977 
14,740 
89,473 

11,847 
54,792 
16,963 
83,602 

10,109 
49,919 
18,424 
78,452 

19.2 
67.7 
13.1 

12.9 
63.6 
23.5 

△ 6.3 
△ 4.1 

10.4
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（２）圏域市町村の概要 

①稚内市 

②猿払村 

みどころ 

●宗谷岬 

●宗谷丘陵（周氷河地形） 

●稚内港北防波堤ドーム 

●稚内公園 

●稚内メガソーラー発電所 

●面積 760.8９k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 41,592 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆ヤム・ワッカ・ナイ「冷たい・水 

（飲み水）の・川」 

概 要 

日本のてっぺんに位置する稚内市は、日本最北端の都市 

であり、宗谷岬から直線距離でわずか 43km の地にサハ 

リンの島影を望む国境の街です。また、水産・酪農・観光 

を基幹産業とする宗谷地方の行政、経済の中心地です。平 

成 23 年３月には「環境都市宣言」を行い、環境にやさし 

い「地球環境に貢献するまち」を目指しています。 

人が行き交う環境都市 わっかない 

サハリンを望む宗谷岬 

みどころ 概 要 

オホーツク海の海岸線と並走するように通る国道 238 

号沿いに、村のシンボル的存在となっている「さるふつ公 

園」があります。公園内には、インディギルカ号遭難者慰 

霊碑、キャンプ場、パークゴルフ場等があり、観光の拠点 

となっています。また、国内有数の生産量である「ほたて」 

を主要とする漁業は、酪農とともに村の基幹産業となって 

います。 

北方に立つ個性と調和の大地 猿払 

●さるふつ公園 

●北オホーツク道立自然公園 

●ポロ沼 

●エサヌカ原生花園 

●面積 590.00k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 2,940 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆サル・プッ「葦原の・川口」 

乳牛感謝の碑・農業資料館・風雪の塔
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③浜頓別町 

④中頓別町 

みどころ 概 要 

ラムサール条約登録湿地であるクッチャロ湖には、毎年 

コハクチョウやその他の水鳥が飛来し、優雅な姿を披露し 

ます。また、湖を一望できる天然温泉「美人の湯」が、旅 

の疲れを癒してくれます。天北地域酪農基地として発展し 

ている酪農とサケ・ホタテ・毛がに等の漁獲を主体とした 

漁業を基幹産業とする自然豊かな町です。 

白鳥と砂金と温泉のまち 

みどころ 概 要 

町の中央に敏音知岳がそびえ、頂上からは 360 度の景 

観が眺望できます。また、オートキャンプ場も整備され、 

アウトドアライフの醍醐味を楽しむことができます。楽し 

く砂金掘りが体験できるベーチャン川は、ここで集めた砂 

金で指輪を作り、 恋人にプレゼントした人もいます。 また、 

学術的にも貴重で北海道天然記念物に指定された鍾乳洞 

など、自然があふれ、緑豊かな森に囲まれた酪農を主産業 

とする静かな山あいのまちです。 

北緯 45 度 癒しの里 
ロマン息づく大自然の町－中頓別 

●クッチャロ湖 

●水鳥観察館 

●ウソタンナイ砂金採掘公園 

●ベニヤ原生花園 

●面積 401.56k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 4,582 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆ト・ウン・ペツ 「湖・の （に入る） ・ 

川」 

水鳥の楽園クッチャロ湖 

●中頓別鍾乳洞 

●ピンネシリ温泉 

●オートキャンプ場 

●ベーチャン川砂金堀体験場 

●面積 398.55k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 2,289 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆ト・ウン・ペツ 「湖・の （に入る） ・ 

川」 

鍾乳洞まつり
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⑤枝幸町 

⑥豊富町 

みどころ 概 要 

枝幸町と歌登町が合併して誕生した新「枝幸町」では、 
森と海のつながりや豊かな自然の恵みを生かした産業の 
振興等により、多面的なまちづくりが期待されています。 
四方を山稜で囲まれた歌登地区では、温泉付きホテルやコ 
テージ、ゴルフ場などが整備された健康回復村で心身のリ 
フレッシュができます。延長 58km に達するオホーツク 
海に面した枝幸地区では、海明けとともに始まるタラバガ 
ニや漁獲量日本一の毛ガニが、枝幸町の名前を全国的にア 
ピールする特産品となっており、毎年 7 月には「枝幸かに 
まつり」が開催され、道内外からの観光客で賑わいます。 

こころが結ぶ「森と海」 
優しさと活気あふれる北の理想郷 

みどころ 概 要 

豊富町は、日本最北端の「利尻・礼文・サロベツ国立公 

園」の一角にある、23,000 ヘクタールに及ぶサロベツ原 

野（平成 17 年ラムサール条約湿地登録）や兜沼公園、効 

能豊かな泉質を誇る豊富温泉、澄んだ空気の中でのんびり 

草を食む乳牛の楽園・大規模草地があります。また、生乳 

生産量は管内一となっており、四季の変化を感じる自然豊 

かな酪農と観光のまちです。 

自然と人に優しい 
協働のまちづくり・とよとみ 

●神威岬 

●ウスタイベ千畳岩 

●道の駅マリーンアイランド岡島 

●うたのぼり健康回復村 

●三笠山展望閣 

●オホーツクミュージアムえさし 

●面積 1,115.68k㎡ （H22.10.１現在） 

●人口 9,815 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆エ・サ・ウシ「頭が・浜について 

いる・所 ＝ 岬」 

名勝「神威岬」と「流氷」 

●サロベツ原野 

●兜沼公園 

●豊富温泉 

●大規模草地牧場 

●面積 520.67k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 4,850 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆イベ・コル・ペッ「食べ物（魚） 

を・持つ・川」 

雄大な景観が望む「サロベツ原野」
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⑦礼文町 

⑧利尻町 

みどころ 概 要 

礼文町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の中核を 

なす日本最北端の離島で、厳しい自然環境が育んだ海抜ゼ 

ロメートルより咲き誇る可憐な高山植物と風光明媚な景 

勝地、また、ウニをはじめとする豊饒の海からの新鮮な水 

産物が豊富な漁業と観光のまちです。また、平成 21 年 

10 月に、「礼文温泉 うすゆきの湯」が香深港湾にオープ 

ンしました。 

凛とした空気、青く澄んだ海 
希少な高山植物が咲き誇る最北の花の浮島 

レブンアツモリソウ 

みどころ 概 要 

利尻町は、恵まれた自然環境と美しい景観、そして「リ 

シリコンブ」をはじめとする、豊かな利尻の山海の幸と、 

温かい人情味のあるもてなし、それが「漁業と観光」とい 

う利尻町の産業の両輪の支えであり、活気と魅力ある町づ 

くりの原動力となっています。 

未来に誇れる町づくりをめざして 

島の駅「海藻の里・利尻」 

●スコトン岬 

●澄海岬 

●レブンアツモリソウ群生地 

●桃岩展望台 

●礼文林道コース 

●愛とロマンの 8 時間コース 

●面積 81.33k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 3,410 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆レブン・シリ「沖の・島」 

●沓形岬公園 

●見返り台公園 

●島の駅「海藻の里・利尻」 

●利尻山 16 景 

●面積 76.49k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 2,951 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆リ・シリ「高い・島」
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⑨利尻富士町 

⑩幌延町 

みどころ 概 要 

火山活動で生まれた利尻島は、すべてが利尻富士の山裾 
となり海抜ゼロメートルまで続いています。また、リシリ 
と名のつく高山植物や、澄んだ湖、彫刻のような海岸線な 
ど、太古の自然が今なお残る風景は、清廉で可憐なたたず 
まいを見せています。また、基幹産業である漁業では、北 
の荒海にもまれた全国に名高い「リシリコンブ」の原産地 
でもあり、澄んだ香りのよいダシがとれることで知られて 
います。 そして、 北の大自然に恵まれた名水は身体を潤し、 
離島に湧き出た名湯「利尻富士温泉」は、利尻山頂を眺め 
ながら、心の疲れを包み込む湯です。 

ふるさとの元気と輝きをもとめて 

みどころ 概 要 

幌延町は、「利尻・礼文・サロベツ国立公園」の南の玄 

関口として、 23,000 ヘクタールの広大なサロベツ原野を 

有する酪農の町です。町内には、郷土が生んだ書道家、金 

田心象先生の書や愛蔵品を展示している「金田心象書道美 

術館」や、冷涼な気候を活かした「トナカイ観光牧場」、 

青いケシなどを栽培している「北方圏の花園」、原子力機 

構の「ゆめ・地創館」など文化や娯楽、学習施設が整備さ 

れています。夏の名林公園まつり、冬のトナカイホワイト 

フェスタなどのイベントを行っています。 

北半球ど真ん中！北緯 45 度のまち 

●サロベツ原野 

●オトンルイ風力発電所 

●トナカイ観光牧場 

●ゆめ・地創館 

●利尻山 

●姫沼 

●オタトマリ沼 

●南浜湿原 

●高山植物 

●面積 105.69k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 3,239 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆リ・シリ「高い・島」、平成 2 年、 

利尻富士のある町として改称 

南浜湿原 

●面積 574.27k ㎡（H22.10.１現在） 

●人口 2,784 人（H17 国勢調査） 

●地名の由来 

◆ポロ・ヌプ「大きい・平原」 

ホワイトフェスティバル
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（３）定住自立圏のこれまでの取組 

≪中心市宣言≫ 

本市では、平成 21年２月から周辺９町村との間で連携の可能性等について協議を進め、圏域の中 

心的な役割を担う意思を有することを明らかにする「中心市宣言」を、平成 22年３月２日、稚内市 

議会３月定例会において行った。 

≪定住自立圏形成協定≫ 

中心市と周辺町村との間で、連携する項目等について検討・協議を行い、各市町村議会での議決 

を経て、平成 23 年１月 20 日に宗谷定住自立圏形成協定合同調印式を実施し、定住自立圏の形成に 

関する協定を締結した。 

（４）圏域の将来像 

我が国の総人口は、今後、急速に減少することが見込まれており、地方圏のみならず、三大都市 

圏の人口も減少するという「過密なき過疎」の時代の到来にあって、地方圏の将来は極めて厳しい 

と言わざるを得ない状況にある。 

さらに、少子化・高齢化が急速に進行し、高齢者数が増加するにもかかわらず、生産年齢人口が 

減少していくことが予想される。 

本圏域においてもその傾向は顕著であり、人口の流出による地域活力の低下が、圏域を構成する 

全ての市町村にとって避けては通れない大きな課題となっている。 

このような状況の中、稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、 

利尻富士町、幌延町の 10市町村は「宗谷定住自立圏」を形成し、圏域人口の減少傾向を食い止める 

ことが必要であると考える。 

そのためには、各市町村の自主性と特色を尊重しながら、産業振興、医療、福祉、教育・文化、 

環境、防災などの「生活機能の強化」、地域公共交通、道路等の交通インフラ整備、情報格差の解消 

へ向けたＩＣＴインフラ整備と利活用などの「結びつきやネットワークの強化」、さらには、圏域の 

次世代を担う人材育成・強化などの「圏域マネジメントの強化」を見据えた取組を進めていかなけ 

ればならない。 

本圏域は、定住のために必要な生活機能を圏域全体で確保し、圏域住民が安全で安心に暮らすこ 

とができ、魅力と活力に満ちあふれた圏域を目指すものとする。 

３ 定住自立圏共生ビジョンの期間 

平成 23年度から平成 27年度までの５年間とする。 ただし、 毎年度所要の変更を行うものとする。



 
 
 
４ 定住自立圏形成協定に基づき推進する具体的取組 

（１）共生ビジョンの体系 
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  ア．生活機能の強化に係る政策分野 

  ① 産業振興 

  ①－１ 圏域観光の推

進 

   子育て支援センター等連携事業 

   子育て支援センター等連携事業 

  広域観光推進事業 

  稚内利尻礼文サロベツ観光誘致宣伝事業 

  北オホーツク観光ルート開発事業 

  滞在・体験型観光プログラム開発事業 

  ①－２ 有害鳥獣被害防止対策 

  有害鳥獣被害防止対策事業 

  ①－３ 水産物の高付加価値化推進 

  水産物高付加価値化推進事業 

  ①－４ 港湾・空港の利用促進 

  港湾・空港利用促進事業 

  ② 医療 

  ②－１ 医療圏域体制の充実 

  連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査 

  医療情報のネットワーク化 

  医師の労働環境改善事業 

  ③ 福祉 

  ③－１ 各種福祉施設のネットワーク化 

  子育て支援センター等連携事業 

  早期療育通園センター運営事業 

  早期療育通園センター交流事業 

  産婦人科医師派遣事業 
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  ④ 教育・文化 

  ④－１ 生涯学習機会の充実 

  社会教育施設等活用事業 

  稚内北星学園大学活用推進事業 

  宗谷の歴史遺産調査研究事業 

  児童・生徒交流事業 

  退職教員等人材活用事業 

  ④－２ 図書サービスのネットワーク化 

  広域図書サービス提供事業 

  ④－３ 外国語指導助手の効果拡大 

  ＡＬＴネットワーク事業 

  ⑤ 環境 

  ⑤－１ 地域環境圏の構築 

  環境保全活動推進事業 

  ⑥ 防災 

  ⑥－１ 圏域内防災体制の整備 

  防災協定の締結 

  災害時相互応援体制整備事業 

  ⑦ その他 

  ⑦－１ 消費生活相談体制の強化 

  消費生活相談体制強化連携事業 
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  イ．結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

  ① 地域公共交通 

  ①－１ 生活路線や交通手段の確保および強化 

  生活交通路線維持事業 

  圏域住民の交通手段の確保に向けた調査・研究 

  ② 道路等の交通インフラの整備 

  ②－１ 効率的な交通機能のネットワークの形成 

  交通インフラ整備推進事業

 

   ① 地域公共交通 

  ①－１ 生活路線や交通手段の確保および強化 

  生活交通路線維持事業 

  ③ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾃﾞｨﾊﾞｲﾄﾞの解消へ向けたＩＣＴインフラ整備と利活用 

の交通インフラの整備   ③－１ 地域情報の連携強化 

  情報通信基盤整備推進事業

 

   ① 地域公共交通 

  ①－１ 生活路線や交通手段の確保および強化 

  生活交通路線維持事業 

  ウ．圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

  ① 人材の育成・強化 

  ①－１ 地域の人材の有効活用と育成・圏域内交流の活性化 

  圏域職員研修事業 

  講演会等情報提供事業 

  ② 機関の共同設置 

  自治体事務の効率化と活用に係る利便性の向上 

  公平委員会の共同設置 



 

 

（２）取組内容と具体的な事業 

 

  ア 生活機能の強化に係る政策分野 

  ① 産業振興 

   ①－１ 圏域観光の推進 

 

  【取組内容】 

   豊かな自然や農水産物等の資源を活用し、食のブランド化や周遊観光ルート、滞在型観光等の研究

を行い、既存の連携を拡充し、地域の特色を生かした着地型広域観光の実現により、地域経済への波

及効果の拡大を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 広域観光推進事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 

○圏域の観光資源の魅力を活かし、広域的な観光振興を図る。 

○宗谷総合観光案内所（仮称）を開設し、圏域内 10市町村の観光情報発信の場と

して活用する。 

効 果 

○広域的に観光振興策に取り組むことで市町村間相互に波及効果が期待できる。 

○圏域内全市町村の観光情報を適用できる場をつくることで、宗谷管内の着地型

観光地としての情報一元化を図ることができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

166,729 404,538 254,538 204,538 204,538 1,234,881 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

事 業 名 稚内利尻礼文サロベツ観光誘致宣伝事業 

関係市町村 稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 
既存の稚内利尻礼文サロベツ観光振興協議会と民間団体が協力・連携しながら、

観光案内版の統一化及び標準化や広告宣伝の共同実施等について取り組む。 

効 果 
利尻礼文サロベツ国立公園を中心とした北宗谷の広域観光の効率的かつ効果的な 

誘致宣伝事業の展開を図ることができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

6,450 6,350 6,350 6,250 6,250 31,650 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

                                 13 

事業費については H23.3時点での見込であり、今後変更していく可能性があるものとする。 
また、取組は行うが具体的な事業費が明確でないものについて、      で表記する。 
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事 業 名 北オホーツク観光ルート関発事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町 

事 業 内 容 
通過型観光が主となっている北オホーツクルートに観光拠点をつくり、滞在型観

光及び周遊型の観光地を形成する。 

効 果 圏域全体の魅力の向上と観光資源の充実を図ることができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

事 業 名 北オホーツク観光ルート関発事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町 

事 業 内 容 
通過型観光が主となっている北オホーツクルートに観光拠点をつくり、滞在型観

光及び周遊型の観光地を形成する。 

効 果 圏域全体の魅力の向上と観光資源の充実を図ることができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

18,494 18,509 18,509 18,509 18,509 92,530 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

事 業 名 滞在型・体験型観光プログラム開発事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
地場産品、温泉及びスキー場、フットパスコースなど圏域が持つ観光資源を活用

した滞在・体験型観光プログラムの開発に取り組む。 

効 果 滞在型・周遊型観光地としての魅力が向上し、圏域全体の基盤整備が充実する。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

53,931 43,060 43,060 43,060 43,060 226,171 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  



 

 

   ①－２ 有害鳥獣被害防止対策 

 

  【取組内容】 

   自然の生態系を保護するとともに、有害鳥獣の有効活用等を含めた有害鳥獣被害防止対策の連携強

化を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 有害鳥獣被害防止対策事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 

○有害鳥獣による漁業・農業等の被害情報や具体的対策などについて、専門的な

協議・検討を行うために、圏域内市町村及び民間事業者等による「連絡会議」

を設置し、連携体制を強化する。 

○捕獲したエゾシカの処理と食肉加工等による地域資源としての有効活用を図る

ための施設整備について、既存施設との連携を踏まえながら検討する。 

効 果 
有害鳥獣による農業・漁業被害及び生活環境被害等の情報を共有し、連携を図る

ことにより未然防止が期待される。さらには住民生活の安全確保が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

24,157 23,731 23,731 23,731 23,731 119,081 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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オオナゴと「おおなご三昧」（オオナゴの弁当） 

※オオナゴ（大女子） 
 

標準和名は「イカナゴ」と言い、全国各

地で獲れる。稚内市が日本一の水揚げ量を

誇るが、その 90％以上がハマチ等の餌料と

して本州に出荷されており、地元ではあま

り消費されてこなかった。 

  近年、その栄養価の高さなどが見直され、

ブランド化に向けた取組が行われている。 

 

   ①－３ 水産物の高付加価値化推進 
 

  【取組内容】 

   水産業の多様な担い手を育成し、圏域内水産業の振興と活性化を図るため、水産物の高付加価値化

に向けた調査・研究を推進するとともに、協力体制を構築する。 
 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 水産物高付加価値化推進事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 

圏域における水産物の高付加価値化実現のために必要な関係機関（道水産試験場、 

食遺品加工研究センターなど）の支援・協力等について、自治体間及び地元業者・ 

漁協との意見交換・協議を行い、それを基にした取組を進める。 

効 果 水産物の高付加価値化を推進することを通じ、圏域内の水産業の発展が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

3,397 3,397 3,397 3,397 3,397 16,985 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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   ①－４ 港湾・空港の利用促進 
 

  【取組内容】 

   関係機関等と連携し、圏域内の港湾・空港の積極的な利用に向けた研究・取組において中心的役割

を担う。 
 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 港湾・空港利用促進事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 

圏域内の港湾及び空港を利用した物流等の可能性について、調査・研究及び検討 

を行い、具体的な取組に結び付けていく。特に、稚内港の港湾施設を圏域の物流 

の拠点として利用することによる有益な事項について研究する。 

効 果 圏域及び各自治体にとってより効率的な物流等システムが構築・推進される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

60,517 11,492 11,492 11,492 11,492 106,485 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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 ② 医療 

  ②－１ 圏域医療体制の充実 

 

  【取組内容】 

   圏域における医療ニーズと医療資源の実態を把握し、市立稚内病院と圏域内の他の医療機関との情

報共有を目的としたネットワーク体制の構築を図るとともに、医師の負担軽減に繋がる取組を行う。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査 

関係市町村 稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 

患者受診動向、他医療圏域への受診実態、医療従事者の充足状況、医療機器等の

整備状況、各病院の標榜科目の状況、救急医療の実態、医療関係者に対する意識

調査等を行なうことにより、圏域の実態を的確に把握する。 

効 果 連携区域の実態に応じた、ネットワーク化の方向性を明確にすることができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

500 0 0 0 0 500 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

事 業 名 医療情報のネットワーク化 

関係市町村 稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 
「連携区域における医療ニーズと医療資源（提供体制）の実態調査」の結果を受

け、最も適した患者医療データ等のネットワーク化を行う。 

効 果 
事前にセンター病院の医師と周辺病院の医師が患者対応を協議できる。また、救 

急患者の搬送時などにも事前にデータを送信できるなど、有効な活用が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

0 1,000 14,000 25,000 0 40,000 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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事 業 名 医師の労働環境改善事業 

関係市町村 稚内市、豊富町、猿払村、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 
周辺医療機関における医師の事務量軽減を目的とした事務職員の研修・養成を、

センター病院において実施する。 

効 果 
医師の事務負担の軽減が図られ、人的資源が不足する中での地域医療の維持に資 

する。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

事 業 名 産婦人科医師派遣事業 

関係市町村 稚内市、礼文町 

事 業 内 容 
礼文町からの要請により稚内市立病院が礼文町国民健康保険船泊診療所に産婦人

科医師を派遣し、妊婦健診及び婦人科検診並びに婦人科診療を行う。 

効 果 
島外に出なければ受診できない離島地域の医療環境が改善されることにより、受 

診者への多面的な安心の提供と受診者の負担軽減が図られる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

－ － － 8,970 2,494 11,464 

役 割 分 担 
礼文町は妊婦健診等に伴って発生する経費及び医師の派遣に要する経費を負担す

る。 

補助制度等  



 

 ③ 福祉 

  ③－１ 各種福祉施設のネットワーク化 

 

  【取組内容】 

   圏域住民の相互利用と支援体制の整備を進めるとともに、子育てネットワーク強化等に向けた

連携を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 子育て支援センター等連携事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 

子育て支援情報の収集・提供及び支援者の人材育成について、既存のネットワー

ク（宗谷管内子育て支援センター連絡会）を活用しながら連携を図り、圏域にお

ける子育て支援機能の充実と安心して子育てができる環境整備を促進する。 

効 果 
各自治体が持つ子育て支援情報を共有することにより、子育て支援の充実が図ら

れるとともに、新たな事業の広域実施が期待できる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

131,470 131,538 131,538 131,538 131,538 657,622 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

事 業 名 早期療育通園センター運営事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 

圏域内に設置する児童デイサービスセンター（稚内市早期療育通園センター、南

宗谷子ども通園センター、利尻富士町母子通園センター）において、発達の遅れ

や障がいのある子ども（主に幼児）を対象とした早期療育を行う。 

効 果 
障がいを持つ子どもが、能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう 

になる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

25,023 25,068 25,068 25,068 25,068 125,295 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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事 業 名 早期療育通園センター交流事業 

関係市町村 稚内市、礼文町、利尻富士町 

事 業 内 容 

発達の遅れや障がいがある子ども（主に幼児）を対象とした早期療育を行う「稚

内市早期療育通園センター」、利尻富士町の「利尻富士町母子通園センター」及び

例文町の「礼文町母子通園サブセンター」が連携し、保護者間の交流や職員研修

を合同で開催する。 

効 果 
保護者の孤立化解消や子育て力の強化が期待される。また研修により職員の資質 

の向上が図られ、子どもの健やかな発達を促すことができる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

450 450 450 450 450 2,250 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  



 

④ 教育・文化 

  ④－１ 生涯学習機会の充実 

 

  【取組内容】 

   体育・文化施設の相互利用と歴史資料等の共有・研究を行うとともに、稚内北星学園大学の活

用を推進し、地域住民の生涯学習機会の充実を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 社会教育施設等活用事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
各市町村が持つ体育・文化施設の相互利用を推進し、各施設で行われているイベ

ントや各種講演等の情報交換を行なうことにより、生涯学習の機会を提供する。 

効 果 相互交流・学習機会の増加が図られ、圏域住民交流及び活性化へ繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

688,148 687,900 687,900 687,900 687,900 3,439,748 

役 割 分 担 施設の運営等については、それぞれが行う。 

補助制度等  

 

事 業 名 稚内北星学園大学活用推進事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内唯一の大学である稚内北星学園大学と連携し、より充実した学習の場を圏

域住民へ提供する。 

効 果 
圏域住民の学習機会増加が図られる。さらには、大学及び住民のスキルアップに 

繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

207,566 215,000 221,000 224,000 225,500 1,093,066 

役 割 分 担 
稚内北星学園大学の支援については、稚内市が行う。 

大学活用に要する経費は、各自治体が負担する。 

補助制度等  
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事 業 名 児童生徒交流事業 

関係市町村 稚内市、利尻町 

事 業 内 容 児童・生徒を対象とした交流事業を行い、相互の歴史や文化などを学ぶ。 

効 果 交流により視野を広め、郷土を愛する心を育てるとともに交流を深める。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

100 100 100 100 100 500 

役 割 分 担 既存の交流事業から発展させ、圏域内相互交流事業へ展開していく。 

補助制度等  

事 業 名 宗谷の歴史遺産調査研究事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内における学芸員のネットワークを利用し、様々なテーマで調査研究した成

果を各市町村で巡回展示し、歴史講座を開催する。 

効 果 
歴史調査から地域を探る住民意識の向上が期待されるほか、総合的な学習や観光 

誘致等への活用も可能になる 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

13,819 14,079 14,079 14,079 14,079 70,135 

役 割 分 担 稚内市を中心に事業展開する。 

補助制度等  

事 業 名 退職教員等人材活用事業 

関係市町村 稚内市、利尻町 

事 業 内 容 学習指導や、教育相談、特別支援教育を行うため、退職教員等の人材派遣を行う。 

効 果 
子どもたちが、より学びやすい環境づくりを行うことにより、学力向上が期待で 

きる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

600 600 600 600 600 3,000 

役 割 分 担 各自治体が相互に情報交換を行う。 

補助制度等  



 

  ④－２ 図書サービスのネットワーク化 

 

  【取組内容】 

   圏域内において、住民がどこの図書館の蔵書であっても身近な所から貸出、返却のサービスを

受けられるよう図書サービスのネットワーク化を図るとともに、移動図書館車の利用方法につい

て検討を行う。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 広域図書サービス提供事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、幌延町 

事 業 内 容 
圏域内の公共図書館等が連携・協力して図書サービスのネットワーク化を構築す

るとともに、移動図書館車の利用方法について検討を行う。 

効 果 
圏域内の住民が、どこの自治体の蔵書であっても身近なところから貸出・返却で

きるようになり、情報格差の解消に繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

86,754 82,295 82,295 82,295 82,295 415,934 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

  ④－３ 外国語指導助手の効果拡大 

 

  【取組内容】 

   圏域内の外国語指導助手（ＡＬＴ）の効果的・効率的な活用を図るため、英語指導のレッスン

プランの研究や研修等を行う。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 ＡＬＴネットワーク事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、豊富町、利尻町、利尻富士町 

事 業 内 容 
管内のＡＬＴの有効活用を図るため、授業の進め方や日本での生活等に関する情

報交換の機会を提供する。 

効 果 効果的・効率的な外国語指導が可能になり、圏域の外国語学力の向上に繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

24,479 27,479 26,879 27,479 26,879 133,195 

役 割 分 担 各自治体が相互に情報提供を行う。 

補助制度等  
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⑤ 環境 

  ⑤－１ 地域環境圏の構築 

 

  【取組内容】 

   地球温暖化防止に向けた環境保全活動について、各種情報や今後に向けてのビジョンを圏域全

体で共有し、循環型社会の形成に係る取組等を推進することにより、地域環境圏の構築を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 環境保全活動推進事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内全市町村で協議会等を設置して環境保全活動に対する取組方針等を策定

し、それに基づいた取組を推進する。 

効 果 

圏域全体で共通の目標を持つことによって、より効果的な取組が可能になり、行

政・事業者・住民各々が主体的に行動を起こせるような、圏域を挙げての環境保

全活動が推進される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

118,877 37,117 46,247 46,487 46,760 295,488 

役 割 分 担 当面は、稚内市を中心に協議会設置の準備を行う。 

補助制度等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 



 

⑥ 防災 

  ⑥－１ 圏域内防災体制の整備 

 

  【取組内容】 

   災害の発生に備え、防災関係に関する相互応援体制を確立する。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 防災協定の締結 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
大規模災害発生時の物資供給及び災害復旧時の資機材確保等について、各種関係

機関と各市町村がそれぞれ防災応援協定を締結する。 

 
圏域内の災害発生時における迅速な住民生活の確保及び災害復旧の促進が図られ

る。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

      

役 割 分 担 自治体毎に必要に応じ協定を締結する。 

補助制度等  

 

事 業 名 災害時相互応援体制整備事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内の市町村で防災連絡協議会を設置・運営し、大規模災害時の相互応援体制

の強化や災害時用備蓄品の相互活用について検討する。 

効 果 
各自治体が連携を図ることにより、災害時における住民の安全・安心が確保され 

る。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

7,393 13,900 6,900 4,100 4,100 36,393 

役 割 分 担 当面は、稚内市を中心に協議会設置の準備を行う。 

補助制度等  
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⑦ その他 

  ⑦－１ 消費生活相談体制の強化 

 

  【取組内容】 

   圏域内の消費生活に関する安全・安心確保のため、多様化する消費生活問題への取組体制を強

化する。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 消費生活相談体制強化連携事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
稚内市消費者センターと各自治体が連携し、圏域内の消費生活に関する相談や情

報提供、啓発活動を行う。 

効 果 
消費生活に関する取組の効率化及び消費生活相談員の資質向上が図られ、消費者

被害の防止に繋がる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

4,512 4,512 4,512 4,512 4,512 22,560 

役 割 分 担 相互に情報提供を行う。 

補助制度等  
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  イ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

  ① 地域公共交通 

   ①－１ 生活路線や交通手段の確保及び強化 

 

  【取組内容】 

   圏域住民の利便性の向上を図るため、圏域内における公共交通手段の確保と強化を推進する。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 生活交通路線維持事業 

関係市町村 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、利尻町、利尻富士町、礼文町 

事 業 内 容 
圏域内を結ぶ路線バス等の生活路線を維持するため、運行事業者等に対して支援

を行う。 

効 果 
圏域内における公共交通の利便性が確保されることにより、圏域住民が安心して

生活できるようになる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

201,877 181,150 181,150 181,150 181,150 926,477 

役 割 分 担 運行事業者等への支援を各自治体が行う。 

補助制度等  

 

事 業 名 圏域住民の交通手段の確保に向けた調査・研究 

関係市町村 稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 

事 業 内 容 圏域住民の交通手段の確保に向け、調査・研究を行う。 

効 果 稚内市内における公共交通の利便性が向上し、圏域住民が利用しやすくなる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

17,630 66 66 66 66 17,894 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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  ② 道路等の交通インフラの整備 

   ②－１ 効率的な交通機能のネットワークの形成 

 

  【取組内容】 

    圏域住民の利便性や物流機能の向上を図るため、陸・海・空の交通アクセスの確保と強化等、

圏域のネットワーク化に繋がる交通網の整備を推進する。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 交通インフラ整備推進事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
各自治体が連携しながら、圏域住民の利便性に繋がる道路・空港・港湾等の交通

インフラ整備推進に向けた取組を行う。 

効 果 

圏域全体で交通インフラ整備を推進することにより、早期整備の実現に繋がると

ともに、各自治体間の連携強化や地域経済の活性化、住民生活の安定等が図られ

る。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 11,720 

役 割 分 担 期成会等に関する経費は各自治体が負担する。 

補助制度等  
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 ③ デジタル・ディバイド（※１）の解消へ向けたＩＣＴ（※２）インフラ整備と利活用 

  ③－１ 地域情報の連携強化 

 

  【取組内容】 

    圏域内の情報通信未整備地域の解消へ向け、連携強化を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 情報通信基盤整備推進事業 

関係市町村 稚内市、豊富町 

事 業 内 容 
稚内市の光回線整備に伴い、携帯電話不通地域解消に向け、通信事業者に対して、

両市町で要望活動を実施する。 

効 果 連携を図ることにより、携帯電話不通地域が解消される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

  事業終了  

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

     ※１ デジタル・ディバイド 

        インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者の間に生じる

格差。 

 

      ※２ ＩＣＴ 

        情報通信技術。Information & Communications Technologyの略。 

  

                   （※は「平成 25年度版 情報通信白書」による。） 
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 ウ 圏域マネジメント能力の効果に係る政策分野 

  ① 人材の育成・強化 

   ①－１ 地域の人材の有効活用と育成・圏域内交流の活性化 

 

  【取組内容】 

    各分野における地域としての能力向上を見据えた人材育成を推進する。圏域内における職員

研修の充実や住民交流の活性化を図る。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 圏域職員研修事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
中心市で実施する職員研修に周辺町村の職員を受け入れるなど、圏域内の自治体

職員の能力向上に向けた研修を共同で実施する。 

効 果 
共同で実施することにより選択可能な研修メニューの幅が広がり、人材育成が効

率的に推進されるとともに、圏域内の職員間交流が深まる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

13,735 13,735 13,735 13,735 13,735 68,675 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

事 業 名 講演会等情報提供事業 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 
圏域内市町村において行政・企業・団体等が開催する各種講演会や勉強会、催し

物等の情報を互いに提供し合い、圏域住民へ周知を図る。 

効 果 
各種講演会等に関する情報を圏域で共有することにより、住民の選択肢が充実し、 

学習機会が増えるとともに圏域住民間の交流につながる。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

      

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  
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 ② 機関の共同設置 

   ②－１ 自治体事務の効率化と活用に係る利便性の向上 

 

  【取組内容】 

    行政委員会等の機関を圏域内で共同設置することにより、事務の効率化を進める。 

 

〈具体的な事業〉  

事 業 名 公平委員会の共同設置 

関係市町村 全市町村 

事 業 内 容 圏域内市町村及び一部事務組合により公平委員会を共同設置する。 

効 果 事務の効率化や公平委員会事務の専門性・中立性が確保される。 

事 業 費 

（単位：千円） 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 計 

－ － － 464 464 928 

役 割 分 担 各自治体が必要な経費を負担する。 

補助制度等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 



 

宗谷定住自立圏共生ビジョン 

平成 26年 10月 

発  行／稚内市 

編  集／稚内市政策調整部市民協働課 

〒097-8686 稚内市中央 3丁目 13番 15号 

TEL:0162-23-6187 

FAX:0162-23-3281 

e-mail:shiminkyodo@city.wakkanai.hokkaido.jp 

ホームページアドレス 

http://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/shisei/torikumi/koikigyosei/teijujiritsuken/ 

 


